
{参考3] 

8001 27 糖尿病透析予防指導管理料 350点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者

に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院

中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び

管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月 1回に限り算定する。

2 区分番号B0 0 1の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号BOOlの11 

に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。

3 区分番号BOOOに掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については

算定しない。

4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保

険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長等に届け出たものについては、注 1に規定する届出の有無にか

かわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)として、

175点を算定する D

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、腎不全期の糖尿病性腎症の患者に対して医師

が必要な措置を行った場合には、腎不全期患者指導加算として、 100点を所定

点数に加算する。

(平成 28年 3月4日 厚生労働省告示第 52号)

(糖尿病透析予防指導管理料)

( 1 )糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者(通院する患者

のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)のうち、ヘモグ、ロビンA 1 c 

(H b A 1 c)が]DS値で 6. 1 %以上 (NGSP値で 6. 50/0以上)又は

内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上

の患者(現に透析療法を行っている者を除く)に対し 医師が糖尿病透析予防

に関する指導の必要性があると認めた場合に、月 1回に限り算定する。

( 2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は

保健師)及び管理栄養士(以下「透析予防診療チームj という)が、(1 )の

患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイドj等に基づき、患者の病期

分類、食塩制限及びタンパク制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に

関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する。

( 3)当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、

糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計

画を作成すること。

(4 )看護師(又は保健師)及び管理栄養士に対して指示を行った医師は、診療録に

指示事項を記載すること。

( 5 )当該管理を実施する透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関す

る評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録及び栄養
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指導記録に記載すること。

( 6) I注4J に規定する点数を算定する場合は、指導管理の内容について、透析予防

診療チームの医師、看護師(又は保健師)及び管理栄養士のすべてが診療録に

記載すること。

( 7 )同一月又は同一 日においても、「注2J I注 3Jに規定するものを除き、第2章

第 1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に

規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

( 8 )当該管理料を算定する場合は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する

手続きの取扱いについて」別添2の様式5の 7に基づき、 一年間に当該指導管

理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行うこと。

(9) I注5Jに規定する腎不全期患者指導加算は、腎不全期 (eG F R (m 1/分/

1. 7 3 rrf) が 30未満)の患者に対し、専任の医師が、当該患者が腎機能を

維持する観点から必要と考えられる運動について、その種類、頻度、強度、時

間、留意すべき点等について指導し、また既に運動を開始している患者につい

てはその状況を確認し、必要に応じて更なる指導を行った場合に算定する口な

お、指導については日本腎臓リハビリテーション学会から「保存期CKD患者

に対する腎臓リハビリテーションの手引き」が示されているので、指導が適切

になされるよう留意されたい。

(1 0)本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供

等の協力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。

(平 28.3.4 保医発 0304第 3号)

(糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等)

イ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準

① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の

医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。

③ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇

の改善に資する体制が整備されていること。

ロ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者

透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者

ハ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域

基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域(平成 28年 3月 4日

厚生労働省告示第 53号)

一 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料を除く 。)を算定する病棟(特定機能病

院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号

ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く 。)であるこ

と

② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 糖尿病透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準

当該療養について、相当の実績を有していること。
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(平成 28年 3月 4日 厚生労働省告示第 54号)

(様式5の7) 

糖尿病透析予防指導管理料に係る報告書

本指導管理料を算定した患者数

(期間: 年月~ 年月)

①のうち、当該期間後の6月末日までに HbA1cが改善
文は維持された者

①のうち、当該期間後の6月末日までに血中 Cre又は

eGFRが改善文は維持された者

①のうち、当該期間後の6月末日までに血圧が改善文は

維持された者

HbA1cが改善又は維持が認められた者の割合

=②/①[⑤  

Cre文は eGFRが改善文は維持が認められた者の割合

=③/①|⑥  

血圧の改善又は維持が認められた者の割合

=④/①|⑦  

[記載上の注意点]

① 

② 

③ 

④ 

年 7月日

名

名

名

名

1 r①」の「本管理料を算定した患者数」は、糖尿病透析予防指導管理料を算定し
た患者数を計上すること。

2 r②Jから「④」の「改善文は維持が認められた者」については、初回に糖尿病
透析予防指導管理料を算定した日の直近の検査値と、報告時直近の検査値を比べ

ること。

3 r①」における期間は、前年の4月1日から当年の3月31日までとする。ただ
し、新規に当該指導管理料の届出を行うなど、 1年に満たない場合は、その届出

日以降から当年の3月31日までの期間の結果について記入すること。

(平成 28.3.4 保医発 0304第 2号)
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